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陸災防では、陸運業を取り巻く状況、厚生労働省の施策、陸運業の労働災害の状況等を踏まえ、

平成 31年度（令和元年度）の事業運営の基本となる事業計画（案）を策定しました。本部・支部

（分会）一体となって、死亡災害については交通労働災害の防止及び荷役災害の防止、死傷災害

については荷役関係災害の防止に総力を上げて取り組んでまいります。 

各企業・事業場におきましては、陸上貨物運送事業災害防止規程を遵守するとともに、職場の

安全衛生管理体制を確立して適切に機能させ、自主的な安労働全衛生活動を継続的、効果的に行

っていただきますようお願いします。 

事業計画（案）における運営の基本は以下のとおりです。  は新規取組です。 
 

１ 基本方針 

「陸上貨物運送事業労働災害防止計画

（2018 年度～2022 年度）」2 年度目の目標達

成に向けた事業運営に当たっては、労働災害

の動向等陸運業を取り巻く情勢を念頭に置き

つつ、本部・支部一体となって、死亡災害につ

いては交通労働災害の防止及び荷役災害の防

止、死傷災害については荷役関係災害の防止

に総力を上げて取り組む。 

また、各企業・事業場においては、平成 29

年 10 月に変更された陸上貨物運送事業労働

災害防止規程を遵守するとともに、職場の安

全衛生管理体制を確立して適切に機能させ、

自主的な安全衛生活動を継続的、効果的に行

っていくことが何より重要である。 

このため、新たに、荷主等における荷役災害

防止活動推進への支援を実施するとともに、

安全衛生水準向上支援事業（レベルアップ支

援事業）、中小企業安全衛生水準向上個別サポ

ート事業等の周知・普及及びフォークリフト

荷役技能検定制度の積極的取組を図る。さら

に安全度の高い職場の実現を目指す先取り型

の取組である、危険予知訓練（KYT）、リスク

アセスメント、労働安全衛生マネジメントシ

ステムの取組への指導・支援に努める。 

また、長時間労働による過労死等を予防す

るため、健康診断及びその事後措置の徹底等

積極的取組、ストレスチェックの実施とその

結果に基づくメンタルヘルス対策の推進、腰

痛減少への取組を一層推進する。 

⑴ 事業場の安全衛生水準向上の取組の推進 

第 13 次労働災害防止計画に基づく、陸運

業労働災害防止計画（2018 年度〜2022 年

度）の推進等により実効ある安全衛生管理

体制の確立を目指して、安全衛生水準向上

への支援を進める。 

ア 陸運業労働災害防止計画（2018 年度

〜2022 年度）の 2 年度目として、目標

達成への取組の周知広報の実施 

イ 陸運労災防止規程の周知と遵守の徹底 

○ ○
○ ｢STOP!熱中症 ｸｰﾙﾜｰｸｷｬﾝﾍﾟｰﾝ｣熱中症対策(4)～(5) ○
○ ○
○ ｼﾘｰｽﾞトラックドライバーの腰痛予防対策⑵(8)～(9) ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○

陸災防の事業計画について ･･･････････ (1)～(3) 事業計画(案)を理事会で審議 ･････････････ (13)

平成31年度(令和元年度)陸災防の行事予定 ･ (18)

事業計画(素案)について審議 ･････････････ (13)

小企業無災害記録表彰 ･･･････････････････ (13)
「産業医･産業保健機能」等が強化される ･･ (14)

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ荷役技能検定、RIKMSについて審議 ･ (13)

労働災害発生状況 ･････････････････ (18)～(19)

新連載「マコマコ博士のメンタルヘルス」 (6)～(7)

｢安全衛生標語｣募集のご案内 ･････････････ (11)

会員事業場特典安全衛生用品割引販売のご案内 ･･ (9)
安全優良職長厚生大臣顕彰を受賞して (10)～(11) 安全管理士の着眼点 ･･･････････････ (16)～(17)

連載Ⅱ「陸運労災防止規程」について ･･･････ (15)

安全衛生教育講師養成講座を受講して ･････ (12) 第55回全国陸運労災防止大会のご案内 ･････ (19)

〈題
字 

初
代
会
長 

金
丸
富
夫
〉 

 
【陸災防の事業計画】 平成 31 年度（令和元年度）  

事業計画について 
 

http://www.rikusai.or.jp/public/katsudo/hyogo/H30/hyogo.html
http://www.rikusai.or.jp/public/katsudo/hyogo/H30/hyogo.html
http://rikusai.or.jp/event_schedule/hyougo/
http://rikusai.or.jp/event_schedule/hyougo/
http://www.rikusai.or.jp/
http://www.rikusai.or.jp/
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ウ 安全衛生水準向上の取組 

・「レベルアップ支援事業場」取組支

部への支援 

・中小企業安全衛生水準向上個別サ

ポート事業の積極的実施支援 

エ 改正が予定されている「労働安全衛

生マネジメントシステムに関する指針」

に対応した「RIKMS」改正の検討（ワ

ーキンググループによる検討） 

⑵ 荷役運搬作業の災害防止 

死傷災害の多くを占める荷役関係災害

の防止対策が重要であり、特に荷主等へ

の支援強化を図るとともに、墜落・転落、

はさまれ・巻き込まれ、飛来・落下災害等

「荷役作業 5 大災害」の防止の徹底を図る。 

ア 荷主等における荷役災害防止活動推

進への支援 

  ・荷主等に対する安全診断、改善指導

の実施支援 

・「荷役ガイドライン」の周知等のた

めの「荷主等事業場の荷役災害防止

担当者教育」の実施支援 

・荷主等との協議会の設置による連

携強化 

イ 荷役運搬作業中の墜落・転落等の災

害防止の指導援助 

・トラック・荷台等での荷崩れ等によ

る労働災害防止対策安全衛生教育

の実施支援 

・会員事業場に対する「荷役ガイドラ

イン」に基づく安全衛生教育の実施

支援 

ウ フォークリフト等荷役運搬機械によ

る労働災害防止の徹底 

・フォークリフト荷役技能検定試験

（写真１）の周知 

・1 級検定試験の実施及び 2 級検定試 

験の実施支援 

 
写真１ フォークリフト荷役技能検定試験 

⑶ 交通労働災害の防止 

ア 「交通労働災害防止のためのガイドライ

ン」の周知徹底 

イ 「高年齢者に配慮した交通・荷役災害防

止の手引き」を活用した教育の推進 

ウ 「自動車運転者の労働時間等の改善のた

めの基準」（改善基準告示）の周知徹底 

⑷ 健康確保対策の推進 

  過労死等の予防、メンタルヘルス対策

の推進、定期健康診断の完全実施と事後

措置の徹底。 

ア 過重労働による健康障害防止対策等

の推進 

・政府の働き方改革に関する情報収

集及びその提供 

・全日本トラック協会の「過労死等防

止計画」の具体的行動計画に基づ

いた連携により、長時間労働によ

る過労死等の予防対策の推進 

  ・平成 29 年度以降、全日本トラック

協会、(独)労働者健康安全機構と共

催で実施してきた「過労死等防止・

健康起因事故防止セミナー」につ

いては、都道府県トラック協会と

協議の上実施する支部へ支援 

イ メンタルヘルス対策の推進 

・ストレスチェック制度の周知・広報

の実施 

・ストレスチェック割引制度による

支援 

ウ 一般健康管理等の推進 

エ 「ＳＴＯＰ!熱中症 クールワークキャ

ンペーン」(5 月 1 日～9 月 30 日：4 月

準備期間、7 月重点取組月間)の推進 

⑸ 安全衛生教育 

法令に基づく技能講習、特別教育等の安

全衛生教育推進。ニーズに応じた教育の実

施、テキスト等の作成、改訂、頒布。 

⑹ 安全衛生意識の高揚 

ア 第 55 回全国陸上貨物運送事業労働災

害防止大会の開催（写真２） 

イ  第 34 回全国フォークリフト運転競 

技大会の開催（写真３） 

ウ フォークリフト荷役技能検定の実施 

エ 夏期(7 月)、年末・年始(12､1 月)労働災

害防止強調運動の実施とその取組の充実 
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写真２ 全国陸運労災防止協会（第 54 回） 

 

 
写真３ 全国フォークリフト運転競技大会（第 33 回） 

 

オ ホームページ、広報紙「陸運と安全衛生」

等による広報の強化 

カ 「STOP 熱中症！クールワークキャンペ

ーン」(5 月 1 日～9 月 30 日：4 月準備期

間、7 月重点取組月間)の推進 

キ 「STOP！転倒災害防止プロジェクト」

の推進 

ク 安全衛生標語の募集（2 月～4 月募集）

と入選作の活用 

ケ 安全衛生表彰、小企業無災害記録表彰

等の積極的運用 

⑺ 調査研究等の推進 

ア 業績評価委員会の開催 

イ 実態調査検討専門委員会の開催 

ウ (独)労働者健康安全機構労働安全衛生

総合研究所との連携及び研究協力 

⑻ 協会組織の充実強化等 

ア 「特別の法律により設立される民間法

人の運営に関する指導監督基準」に基づ

く適正な業務執行 

イ 事業及び体制の整備による財政及び組

織の健全化と充実を図るための具体的対

応策について優先順位をもって検討し、

支部体制の現状に対応した本部支援及び

連携の強化 

ウ 登録教習機関業務及び補助事業業務等

の適切な執行のための監査指導の充実強

化等 
 

２ 関係機関等との連携強化 

ア 厚生労働省、都道府県労働局、労働基準

監督署、国土交通省、警察庁等の関係行政

機関との連携 

特に、都道府県労働局による各支部へ

の指導、援助の強化を要請する。 

イ 全日本トラック協会、都道府県トラッ

ク協会等の関係団体、経営者団体等との

協力関係の強化 

ウ 中央労働災害防止協会、業種別労働災

害防止団体及び（独）労働者健康安全機構

との連携 
 

３ 経営トップのあり方等 

労働災害防止のためには、経営トップが安

全衛生管理を重視する姿勢を明確に示し、自

ら先頭に立って活動することが重要である。 

経営トップがその活動を通じて組織と個人

が安全を最優先する気風や気質を育て、安全

な社会を実現するための基本理念である「安

全文化」の創造に寄与するとともに、公共輸送

機関としての社会的責務を果たすことが求め

られている。 

 

 

この事業計画（案）については、5 月 21 日

開催の第４回理事会及び通常総代会に提出し、

承認を得て確定されることとなります。 
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STOP！熱中症 クールワークキャンペーン 
令和元年 5 月 1 日から 9 月 30 日まで（準備期間：4 月、重点取組期間：7 月）主唱：厚生労働省、労働災害防止団体等 

 

平成 30 年、陸運業では4名の方が熱中症でお亡くなりになりました。平成 29 年：0 名 

平成 28 年：0 名 
 

 

熱中症とは 

 熱中症は、高温多湿な環境下で、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温調整機能がう

まく働かないことにより、体内に熱がたまり、筋肉痛や大量の発汗、さらには吐き気や倦怠感な

どの症状が現れ、重症になると意識障害などが起こります（図）。 

 気温が高い、湿度が高いなどの環境条件と、体調が良くない、暑さに体が慣れていないなどの

個人の体調による影響とが組み合わされることにより、熱中症の発生が高まります。 

 また、屋外で活動しているときだけでなく、就寝中など室内で熱中症を発症し、救急搬送され

たり、不幸にも亡くなられたりすることもある恐ろしい疾患です。 
 

図 【熱中症の症状と分類】 

分類 症状 重症度 

Ⅰ度 めまい・失神：「立ちくらみ」という状態で、脳への血流が瞬間的に不十分になったことを示

し、“熱失神”と呼ぶこともあります。 

筋肉痛・筋肉の硬直：筋肉の「こむら返り」のことで、その部分の痛みを伴います。発汗に伴

う塩分（ナトリウム等）の欠乏により生じます。これを“熱けいれん”と呼ぶこともあります。 

大量の発汗 

 

小 

 

 

 

 

 

 

 

 

大 

Ⅱ度 頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感：体がぐったりする、力が入らないなどが

あり、従来から“熱疲労”といわれていた状態です。 

Ⅲ度 意識障害・痙攣・手足の運動障害：呼びかけや刺激への反応がおかしい、体がガクガクと引

きつけがある、真直ぐに走れない・歩けないなど。 

高体温：体に触ると熱いという感触があります。従来から“熱射病”や“重度の日射病”と

言われていたものがこれに相当します。 

 

作業に関して次の対策をとりましょう 

① 作業の状況などに応じて、「作業の休止時間・休憩時間の確保と、高温多湿作業場所での連続作

業時間の短縮」、「身体作業強度（代謝率レベル）が高い作業を避けること」、「作業場所の変更」

に努める。 

 ② 熱に慣れ、その環境に適応する期間（熱順化期間）を計画的に設ける。 

③ 自覚症状の有無に関わらず、作業の前後、作業中の定期的な水・塩分

の摂取を指導する。 

摂取を確認する表の作成、作業中の巡視における確認などにより、

その摂取の徹底を図る。 

 ④ 熱を吸収する服装、保熱しやすい服装は避け、クールジャケット

などの、透湿性・通気性の良い服装を着用させる。 

⑤ 高温多湿作業場所の作業中は、巡視を頻繁に行い、作業者が定期

的に水分・塩分を摂取しているかどうか、作業者の健康状態に異常

がないかを確認する。なお、熱中症を疑わせる兆候が表れた場合に

おいては、速やかに、作業の中断などの必要な措置を講じる。 

発生月 災 害 の 概 要 

7 月 タンクローリー（セメント）のタンク内部で発見され、死亡した。 

7 月 倉庫内清掃中、ふらつきが発生。帰宅したが、翌日に死亡が確認された。 

8 月 荷崩れした荷の復旧作業中体調が悪くなり、移動した休憩室で倒れ死亡した。 

9 月 体感温度の高い倉庫内で作業中体調不良を訴え、後日死亡した。 

か：風通しをよくする 

き：休憩をとる 

く：クーラーを使う 

け：健康管理は日頃から 

こ：こまめに水分補給 
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健康に関して次のことに注意しましょう 

 ① 熱中症発症に影響のある糖尿病、高血圧症、心疾患、腎不全等の場合（有所見、治療中）は就

業場所について医師と相談する。また、労働者にも熱中症に注意が必要なことを教える。 

 ② 睡眠不足、体調不良、前日等の飲酒、朝食の未摂取等が熱中症発症に影響があります。日常の

健康管理に注意する。 

 ③ 作業開始前、作業中の巡視により労働者の健康状態を確認する。 

 

熱中症の教育の実施と救急処置 

① 熱中症の予防に必要な対策について、作業管理者、労働者に必要な教育を行う。 

 ② 救急処置については、緊急連絡網の作成、周知を行うとともに、裏面の熱中症を疑わせる症状

が現れた場合は必要に応じて救急隊の要請等を行う。その間、涼しい環境への避難や脱衣・冷却

なども必要です。次の場合は救急隊要請や医療機関への搬送が必要です。 

・ 意識がなく、呼びかけに応じない、返事がおかしい、全身が痛いなどの場合 

・ 意識があるが水分を自力で摂取できない場合 

・ 意識があり、水分を自力で摂取できるが熱中症の症状が回復しない場合 

 

暑さ指数を把握し、基準値を超えている場合はその低減を図りましょう 
 

暑さ指数は、正式には WBGT（湿球黒球温度）値と言われ、湿

度、輻射熱、気温の 3 つを取り入れた指標で、単位は気温と同じ摂

氏度（℃）で示されますが、その値は気温とは異なります。値は、

乾球温度、湿球温度、黒球温度をもとに算出します※。 

高温多湿の場所での作業では、測定器や乾球・湿球温度計などで

暑さ指数を把握し、基準値を超えるおそれのある場合は冷房等によ

り作業場所の暑さ指数を下げることや、休憩場所の整備を図るなど

の対策を講じましょう。 

※ 暑さ指数は、環境省「熱中症予防情報サイト」から、現況

と予測を知ることができます。http://www.wbgt.env.go.jp/ 

 

熱中症で注意すること 

 ● 暑さの感じ方は人によって異なります！ 

体調や暑さに対する慣れなどが影響して、暑さに対する抵抗力（感受性）

は個人によって異なります。自分の体調の変化に気をつけ、暑さの抵抗力に

合わせて、万全の予防を心がけましょう。 

 ● 高齢の方は特に注意が必要です！ 

   熱中症患者の多くは高齢者（65 歳以上）です。高齢者は暑さや水分不足に 

対する感覚機能が低下しており、暑さに対する体の調節機能も低下しています。 

   のどの渇きを感じていなくてもこまめに水分を補給し、暑さを感じなくても扇風機やエアコン

を使って温度調整をするように心がけましょう。 

 ● まわりが協力して、熱中症予防を呼びかけ合うことが大切です！ 

   一人ひとりが周囲の人に気を配り、熱中症の予防を呼びかけ合うことで、発生を防ぐことがで

きます。 

 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 

http://www.wbgt.env.go.jp/
http://www.wbgt.env.go.jp/
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（第１回）

テーマ１ ｢過重労働 -その１｣ 

 

 

 

 

 
 

精神科医 夏目 誠 
 

【初めに 「測定できない」のがメンタルへルス】 
今回からコラム欄を担当します、精神科医の夏目 誠です。愛称は「 」です。私の専門

であるメンタルへルス（こころの保健）は、わかりにくい領域です。例えば「体の不調や病気」

予防のためのような「定期健康診断」はできません。かつ「骨折」のように目で見てもわからな

い。「血圧」のように数字では示せない。心臓の不調は心電図、脳梗塞などはＭＲＩ（磁気共鳴画

像診断）が診断に使えますが、形からもわからない。 

皆さんに、少しでも理解していただけるように執筆いたします。1 年のお付き合いになります

が、よろしく、お願いいたします。 

テーマは、1「過重労働」、2「休養と睡眠」、3「ストレス」、4「うつ状態」、5「健康習慣」、6

「自立こそ」です。 
 

【過労の雑談から】 

図１．
「過労の雑談」

気づきや対応？？

疲れがなんだ！気
合で乗り切れ！！

頭とカラダの疲
労は違うよ

疲れ、ストレスも…
好きなことをすれば回

復するのかな？？
眠らないと頭は
休めないのよ

夏目 誠/PIXTA(ピクスタ）

20歳代

30歳代

50歳の部長

 
 
【好きなことをしても疲労になる】 

図１に過労に関する男女、若者や中高年者の雑談を紹介しました。50 歳の部長の考えが一番間

違っていますよ。「心筋梗塞や脳血管障害、うつ病」になりやすい考え方です。「精神論」を語る人

は要注意ですよ。 

30 歳代の男性社員の発言は「ストレス解消」に有効ですが、「疲れ」はさらに蓄積されますよ。 

好きなことをしていれば「疲労」にならないと思い込んでいますが、間違いです。好きな趣味や

スポーツ、旅行をしても確実に疲労は蓄積されていきますよ。 

図２に今回のポイントをまとめました。ここだけでも見てくださいね。 

   

【連載Ⅰ】    
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図２．過労社会

わかっちゃいるけど
変わらないよ！！

過労が万病
の原因です

「蓄積疲労」こそ

35歳以上が特
に要注意

「脳の休養」
睡眠が重要

夏目 誠/PIXTA(ピクスタ）

 
 

【「脳の疲労」は睡眠で解消】 
図１の女性社員の言葉は、「体」と「心の疲れ」の違いを指摘していますね。疲労は、大別すれ

ば「体の疲れ」，「心身の疲れ」，「こころの疲れ」になります。「体の疲れ」は「だるい，しんどい，

疲れた」など。心と身体が相互作用する心身のそれは「肩こりの持続，不調部位や愁訴
しゅうそ

が移動す

る不定愁訴※」などです。※…身体の状態について、何となく体調が悪いという感覚や様々な自覚

症状を訴え、検査をしても原因となる病気が見つからない場合。 

「心の疲れ」は「仕事に集中できない，気分が落ちこむ、イライラする，感情的になりやすい」

などで表現されます。 

「体の疲れ」は横臥
お う が

※や、座っているだけでも軽減されますが、「脳の疲れ」はそれでは癒され

ません。「頭脳疲労」は睡眠によってのみ解消します。特に「深い眠り」です。「脳の過労」から「う

つ病」になるのですから、「うつ病予防」のポイントは十分な睡眠にあります。知っておいてほし

いことです。※…横になって寝ること。 
 

最後に第 1 回のまとめや本音トークを、次図の「マコトの一コト」で締めくくります。 

 

 

 

 

 

 
  

マコト
の
一コト

「３つの疲労」がポイントで
すね。重なることも多い。

「好きなこと」をしていても疲労
になりますよ。

「脳の疲労解消」には睡眠だけ

夏目/pixta

次回は「蓄積疲労」と「残存疲労」です。こう、ご期待を
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岩切 一幸 Profile 

平成 12年に労働省産業医学総合研究所に入所、平成 31年より現職。専門は労働衛

生、人間工学。厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針の改訂及びその普及に

関する検討会」の委員、中央労働災害防止協会および日本労働安全衛生コンサルタ

ント会の各種委員など。博士（工学）。 
 

荷役作業に伴う腰痛 

本号では、先月号での運転姿勢に伴う腰痛

に続き、トラックドライバーの荷物の積み込

みや積み降ろしといった荷役作業に伴う腰痛

について取り上げます。 

荷役作業に伴う腰痛の主な原因は、重量物

の持ち上げと不適切な姿勢です。これらは、腰

痛を発症させる二大要因と言われます。この他

にも、転倒などによる腰痛も発生しています。 

人の体は、そもそも重い物を持つのに適し

た構造にはなっていません。人は、前かがみに

なって物を持ち上げようとすると、腰を曲げ

ることになります。また、腰を曲げなくても重

い物を持つと、上半身と下半身の繋ぎ目にあ

たる腰の部分に負担がかかります。特に、長時

間の運転後すぐに重い物を持ち上げようとす

ると、座位姿勢による腰部の負担に、重量物の

持ち上げによる腰部の負担が加わり、腰痛が

発症しやすくなります。さらに、重い物を持っ

ていなくても、不適切な姿勢をとるだけで、腰

部の負担は増大します。20°前かがみになる姿

勢での腰部の負担は、立位姿勢の 1.5 倍にな

ると言われています。  
 

荷役作業における腰痛予防対策 

荷役作業における腰痛の予防対策としては、

⑴重量物取り扱いの自動化・省力化、⑵適切な

作業姿勢、⑶休憩、⑷体操、⑸構内作業場の環

境改善があげられます。 

⑴重量物取り扱いの自動化・省力化 

荷物の移動には、フォークリフトやローラ

ーコンベヤ、自動搬送機などを用いて自動化・

省力化を図る必要があります。また、カートや

ロールボックスパレットなどを積極的に活用

することも必要です。 

⑵適切な作業姿勢 

人力で荷物を持ち上げる場合、前かがみの

姿勢ではなく、荷物に近づき、片膝を着いて腰

を十分に降ろした姿勢をとり、その姿勢から

膝を伸ばすようにして立ち上がります（図１）。

荷物を降ろす場合には、その逆の工程を行い

ます。トラックの中など限られた空間におけ

る作業では、不適切な姿勢をとらざるをえな

いことがあります。そのような場合には、手、

肘、膝などを壁や床に着いて体を支えます。ま

た、前屈みや中腰などの不適切な姿勢をとる頻

度や時間をできるだけ減らすことも必要です。 

 
図１ 荷物の荷物の持ち上げ姿勢と動作 

 

⑶休憩 

休憩は、できるだけこまめに取るようにし

ます。また、腰に張りや痛みがある場合、荷物

の運搬は運転後すぐにはせず、休憩をとり、背

伸びや体操などをした後にするようにします。 

 

【シリーズ】トラックドライバーの健康 

トラックドライバーの腰痛予防対策⑵ 
独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所   

産業疫学研究グループ 部長 岩切一幸 
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⑷体操 

体操は、腰や足の筋肉を緩和させるストレ

ッチ体操が腰痛予防に有用です（図２）。また、

ラジオ体操の上体を後ろに反らす運動は、腰

に当てた両手で骨盤を前に押し込むようにす

ることで、前に傾いた背骨の偏りを修正し、腰

痛の予防や緩和に有用です。 

 
図２ ストレッチ体操の例 

⑸構内作業場の環境改善 

構内作業場の作業床面は、凹凸がなく、防滑

性、弾力性、耐衝撃性、耐へこみ性に優れてい

ることが必要です。また、移動経路の単純化、

戸口から遠い場所や狭い場所での作業をでき

るだけ少なくするなど、構内レイアウトの改

善も必要です。 

 

以上の対策は、腰が痛くなってから行うの

ではなく、痛くなる前から取り組むようにし

てください。 

 

 

 

  【陸災防会員特典のお知らせ】 

安全衛生用品を にてご購入いただけます 
陸災防では、このたび安全衛生用品メーカーの「ミドリ安全」及び「アトムワーク

ス」の商品を会員事業場様向けに特別価格にてご購入いただけるサービスをご用意

しました。 
当記事下段バナー及び陸災防本部ホームページ下段掲載のバナー広告より販売サ

イトへアクセスできます。ぜひご活用ください。 
［取扱商品例］ 

 

 

 

腰部保護ベルト 腰部保護ベルト(男性用) 背抜き手袋（天然ゴムタイプ） 

 
スーパーリリーフ 

（男女兼用） 
販売価格: 6,000 円 

↓ 

会員割引価格： 5,369 円 

  
らくようたい ブラック 

 
販売価格: 5,966 円 

↓ 

会員割引価格： 5,369 円 

  
 

タフレッド ３双組 
 

販売価格: 702 円 
↓ 

会員割引価格： 540 円 

 

 
 

 

フィット感抜群で
細かい作業から運
搬作業まで、幅広
い作業に対応出来
ます。 

http://www.rikusai.or.jp/
http://www.rikusai.or.jp/
https://ec.midori-anzen.com/shop/contents1/z_rikusai.aspx
http://rikusai.or.jp/z_rikusai/
https://ec.midori-anzen.com/shop/contents1/z_rikusai.aspx
http://rikusai.or.jp/z_rikusai/
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  この度、平成 30 年度「安全優良職長厚生労

働大臣顕彰」という名誉ある賞を受賞させて

いただき大変ありがたく光栄に思っておりま

す。又、身が引き締まる思いです。私を推薦い

ただきました関係各位の皆様方に心より感謝

いたします。 

 私が勤務する鶴崎海陸運輸株式会社は、大

分県内にて大分県の地場企業として物流輸送、

港湾荷役、コンビナート内の倉庫管理等を主

に仕事を請け負っております。 

現場パトロール風景 
 

その中で私が従事しているのは、新日鐵住

金大分製鐵所構内最終工程の製品出荷作業で

す。出荷作業は、鉄鋼製品のコイル、厚板、ス

ラブを倉庫から大型車輌による浜出し、クレ

ーンによる船舶への積込、船内にて鉄鋼製品

の積付、ショベルによる倉庫からの化学肥料

の出荷といった仕事です。 

私は、入社してから 30 年あまり同職場に勤

務しています。職長としては、班長、工長を経

て現在の作業長職を 10 年務めさせていただ

いています。 

私たちの職場は、大型車輌、大型重機、重量

物を扱います。一つ間違えば重大災害に繋が

る、危険と隣り合わせの環境下で作業をして

います。 

私が、職長としてメンバーに指導及びアド

バイスしている事は次の 5 項目です。 

①新日鐵全社共通遵守事項 安全 6則の厳守 

②自主管理活動のアドバイザー 

③各種安全活動の指導 

④現場パトロールによる不安全作業・行動・

状態の排除 

⑤人材育成 

以上を基に、

副題に挙げた

『安全最優先

と笑顔と健康

で家庭に帰れ

る職場づくり』

を目指し、メン

バーと日々奮

闘しています。

時には厳しく、

時には優しく

なんでも言い

合える環境を作り、メンバーとの日々のコミ

ュニケーションを大切にしています。 

スモールミーティング風景 
 

 現在、新日鐵住金製鐵所では全社共通遵守

事項として安全 6 則厳守を基本に安全活動を

行っています。安全 6 則とは、過去のトラブ

ルを基にやってはいけない行動を 6 項目にま

とめ、厳守させることです。毎日の始業ミーテ

ィング時に安全 6 則を全員で唱和し、作業前

の TBM を充実させ、メンバーには、一つひと

つのルールがなぜ大切か、災害を起こさない

為には何を守ればいいのかを事細かく指導し

ています。 

自主管理活動のアドバイス 

安全優良職長厚生労働大臣顕彰を受賞して 

「安全最優先と健康と笑顔で家庭に帰れる職場づくり」 
鶴崎海陸運輸株式会社 新日鐵住金事業部 業務課硫安業務係 作業長 首藤雅也（大分県支部） 
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安全パトロール時には、日頃の作業の中で

危険な行動、危険な状態を見つければ、すぐに

作業を止めさせ是正させるようにしています。

また、メンバー一人ひとり誰が見ていなくて

も安全な作業・安全な行動を行い、安全な状態

が保てるように、安全感性を高める指導を行

っています。 

以上が職長として自分が今まで取り組んで

きたことです。 

 最後になりますが、今後も『安全最優先』を

メンバーに徹底させ、メンバーとの会話を充

実させる事でコミュニケーションを深め、労

働災害ゼロ、交通事故ゼロを目指すと共に『健

康と笑顔で家庭に帰れる職場づくり』を構築

することをメンバーと日々努力していきたい

と思います。 

関係各位の皆様方には、今後ともご指導ご

鞭撻の程よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

当協会では、陸運業で働く人々の安全と健康を守り、労働災害の防止に取り組んでい
くことを呼びかける「安全衛生標語」を募集いたします。 

なお、入選作品は、当協会の安全ポスターのスローガン等に用いる他、企業・事業場
で広く活用していただくこととしております。 

皆様から多数の応募をお願いします。 
 

募集の目的 

企業・事業場における安全衛生意識の高揚

を図り、自主的な安全衛生活動の推進に寄与

すること。 
 

標語のテーマ 

 次の 3 部門について、陸運業で働く人々の

安全と健康を守り、労働災害の防止に取り組

んでいくことを、具体的かつ簡明な表現で呼

びかけるもの 

⑴「荷役」部門 

荷役作業における労働災害の防止を呼び

かけるもの 

[テーマ例] 

① 法令の遵守や自主的な安全衛生活

動の推進に関するもの 

② 荷役作業時の墜落・転落又は転倒の

防止に関するもの 

③ 荷主等との連携に基づく災害防止

に関するもの 

④ 危険予知活動、リスクアセスメント

等の実施に関するもの 

⑤ フォークリフト、ロールボックスパ

レット等による災害防止に関するもの 

⑵「交通」部門 

交通労働災害の防止を呼びかけるもの 

  [テーマ例] 

① 過労運転防止のための運行管理（適

切な休憩の付与等）に関するもの 

② 法令の遵守や自主的な安全衛生活

動の推進に関するもの 

③ 交通 KYT（交通危険予知トレーニン

グ）の実施に関するもの 

④ ゆとり運転や安全運転の実施に関

するもの 

⑶「健康」部門 

健康の確保・増進を呼びかけるもの 

  [テーマ例] 

① ストレスチェック等のメンタルヘ

ルス対策に関するもの 

② 健康診断の実施と事後措置の徹底

に関するもの 

③ 過重労働対策（恒常的時間外労働を

発生させない労働時間管理等）の徹底

に関するもの 

④ 腰痛予防に関するもの 
 

募集の締切 

平成 31 年 4 月 30 日（火） 

 

募集の詳細（陸災防ホームページ） 

http://rikusai.or.jp/event_schedule/hyougo/  

平成 31 年度（令和元年度）  
｢ ｣を です！ 

 

http://rikusai.or.jp/event_schedule/hyougo/
http://rikusai.or.jp/event_schedule/hyougo/
http://rikusai.or.jp/event_schedule/hyougo/
http://rikusai.or.jp/event_schedule/hyougo/
http://rikusai.or.jp/event_schedule/hyougo/
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【会社概要】 

 昭和 18 年 11 月自動車交通事業法の第 3 次

改正により東京都神田区内の運送会社 16 社

が一括統合し、商号を神田運送株式会社とし、

東京都神田区佐久間町に設立しました。 

 主に出版物、医薬品、繊維関係や百貨店など

の輸配送業務を中心に事業を展開し、カンダ

コーポレーション株式会社と株式会社カンダ

コアテクノを中心に事業承継を行い、現在の

カンダホールディングス株式会社（持株会社

制）へと発展してまいりました。 

また、平成 22 年 9 月海外展開として株式会

社ペガサスグローバルエクスプレスを設立。

国際事業としてはペガサスグローバルエクス

プレス、ニュースターラインの 2 社が中心と

なりタイ、上海、インドネシアなどに現地法人

を設立し現在では国内外に幅広く事業を展開

しております。 
 

【担当業務】 

 弊社の企業理念であります「変えよう意

識！ 高めよう品質！」をモットーに平成 29

年 4 月に栃木県足利市に「足利教育研修所」

を設立し、「初任運転者研修、運行管理者・補

助者研修、フォークリフト技術講習等」の安全

教育を行っており、同研修所において、私は教

育研修を担当しております。 
 

【背景】 

 今回の受講のお話をいただいた時は年初で

あり、今年はどんな年になるのかと思ってい

た頃で、初詣の神社でふと目に留まったのが

「東風
こ ち

吹かばにほひおこせよ梅の花 主なし

とて春を忘るな」これは菅原道真が筑前国に

左遷された時の和歌と言われています。私は

物流の現場にいる者として、「安全が全てに優

先する」であることから、どんなに指導者がい

ない危険な現場でも稼働している社員一人ひ

とりが基本を守り安全な業務を行うことが重

要であり、会社にそのような風土がなければ

ならないと考えました。安全ということを勉

強する良いタイミングだなと思って参加させ

てもらいました。 
 

【研修について】 

 今回の受講生は 10 名で、企業の安全教育を

担当する管理責任者であり、現場経験も豊富

な方々でした。講師の先生は、海外勤務が豊富

で安全のスペシャリストであり、講義手順も

整然として説得力のある内容でした。 

 第一として「インストラクター養成講座の

目的及び心構え」があり、現場力が低下してい

る現在、労災事故の訴訟において、判例では

「安全教育とは、作業者の所定の災害防止対

策を知っていた程度では、事業者の義務であ

る安全教育が完全に行われているとは言えな

い」と判示している。現場において安全を担う

者として相応の責任が求められるものと危機

感を感じたところです。企業の CSR（企業の

社会的責任）は、企業が利益を追求するだけで

なく、組織活動が社会へ与える影響に責任を

持ち、利害関係者等の要求に対して適切な意

思決定をすることが求められるとの講義に納

得もしつつ、真摯な対応が求められるものと

思いました。 

 第二として「フォークリフト運転業務従事

者安全衛生教育」であり、危険又は有害な業務

に就いている者に対して、状況に即した労働災

害の防止のための知識を付与した安全作業マニ

ュアルの作成が重要だと感じたところです。 

 第三として「指導案の作成・発表」について

は、参加された方が安全教育の責任者の方々

であることから、フォークリフト業務の労働

災害防止策として、〇計画書の作成、〇用途外

使用の禁止、〇走行速度の指定と低速走行の

励行、〇スロープでは旋回しない、〇無資格者

には運転させない、〇シートベルトの着用 

等、現場に即した迫力のある説得力のある内

容でした。 
 

【今後の展望】 

 「交通事故」や「労働災害」をゼロに向け、

社員一同心を一つにして取り組んでおります

が、残念ながら事故の発生もあるところです。 

労働災害の防止を図る上で重要なことは、

物流センター等で稼働しているフォークリフ

ト従事員等に対する質の高い安全教育が悲惨

な労働災害の絶無に期するものと考え、「当た

り前のことを当たり前にやること」が重要で

あり、継続反復し、安全意識の啓蒙を社風とす

べく、微力ながら頑張って行きたいと考えて

います。

安全衛生教育講師（インストラクター）養成講座を受講して 

労働災害防止の絶無のために、変えよう意識、高めよう品質 

カンダホールディングス株式会社 品質安全管理室 大場 勇 
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写真 奥中央：会議冒頭に挨拶される厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 松下高志 主任中央産業安全専門官／ 

奥中央右：労働衛生課 八木健一 主任中央労働衛生専門官／奥中央左：苦瀬博仁 労働災害防止対策委員長 

平成 31年 3月 14日（火）、陸災防は労働災害防止対策委員会を都内で開催しました。 

委員会の冒頭において、厚生労働省労働基準局安全衛生部より安全課主任中央産業安全
専門官松下高志様、労働衛生課主任中央労働衛生専門官八木健一様よりご挨拶と各行政の
動向についてのご説明をいただきました（写真）。 
委員会では、平成 31 年度（令和元年度）事業計画(素案)及び労働災害防止対策委員会に

関する規程の改正について審議されました。 
 

 

 
 

 

 
写真 中央右：会議冒頭に挨拶される厚生労働省労働基準局 椎葉茂樹 安全衛生部長／中央左：渡邉健二 会長 

平成 31年 3月 20日（月）、陸災防は第 3回理事会を都内で開催しました。 
会議の冒頭において、厚生労働省労働基準局安全衛生部長椎葉茂樹様よりご挨拶と安全衛

生行政の動向についてのご説明をいただきました（写真）。 
第 3回理事会では、平成 31年度（令和元年度）事業計画(案)等について審議されました。 

事業計画(案)につきましては、5 月 21 日（火）開催の第４回理事会及び通常総代会に提出
し、承認を得て確定されることとなります。 

 

 

 

平成 31 年 3 月 26 日（火）、陸災防は実態
調査検討専門委員会を都内で開催しました。 
委員会では、①フォークリフト荷役技能検定出

張試験拡充のための同技能検定規程の改正案
の検討、②陸運業版労働安全衛生マネジメントシ

ステム（RIKMS）の検討について審議されました。 

 

第2種（ 5年間） ・岡山生コン運送株式会社本社営業所 岡山県支部

陸運労災防止協会の表彰制度による小企業無災害記録事業場 〔平成31年3月〕

【陸災防 第 3 回理事会を開催しました】 

事業計画（案）を理事会で審議 

【実態調査検討専門委員会を開催しました】  
フォークリフト荷役技能検定、RIKMS について審議 

 

【労働災害防止対策委員会を開催しました】 

事業計画（素案）について審議 
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【厚生労働省からのお知らせ】 

働き方改革関連法により「産業医・産業保健機能」と 
「長時間労働者に対する面接指導等」を強化 

労働安全衛生法等が一部改正、4月 1日施行  
働き方改革関連法の成立により、労働安全衛生法等が一部改正され、「産業医・産業保健

機能」及び「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されました。  
■「産業医・産業保健機能」の強化について 

長時間労働やメンタルヘルス不調などにより、健康リスクが高い状況にある労働者を見逃

さないため、次の 2点が事業者に義務付けられる他、産業医による面接指導や健康相談等が

確実に実施されるようにし、企業における労働者の健康管理を強化することとなります。 

・長時間労働者の労働時間等に関する情報を産業医に提供すること（労働者数 50 人以上

の事業場は義務、50 人未満の事業場は努力義務） 

・産業医から受けた勧告の内容等を衛生委員会に報告すること（労働者数 50 人以上の事

業場は義務、50 人未満の事業場は努力義務） 

加えて、産業医の独立性や中立性を高めるなど産業医の在り方の見直しが行われました。 

 
出典：「働き方改革～一億総活躍社会の実現に向けて～」厚生労働省パンフレット 

 
■「長時間労働者に対する面接指導等」の強化について 

 長時間労働やメンタルヘルス不調などにより、健康リスクが高い状況にある労働者を見逃

さないため、医師による面接指導が確実に実施されるようにし、労働者の健康管理を強化し

ます。 

 ・労働時間の状況の把握 

 ・労働者への労働時間に関する情報の通知 

 ・医師による面接指導の対象となる労働者の要件 

 ・研究開発業務従事者に対する医師による面接指導  
■詳細について 

 詳細につきましては、次の URL（厚生労働省ホームページ）をご覧ください。 
https://www.mhlw.go.jp/content/000484079.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/content/000474499.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000474499.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000484079.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000484079.pdf
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前回に引き続き、「貨物自動車等の積卸し作

業」を、次に「フォークリフト、ショベルロー

ダー等による作業」について説明します。 

２ 貨物自動車等の積卸し作業 

⑻ その他の墜落・転落防止措置 

労働者に貨物自動車等の積卸し作業を

行わせるときには、墜落・転落災害を防止

するため、前回説明した⑴昇降設備から

⑺ロープ解き作業までの措置を行わせる

ほか、「不安定な荷の上ではできる限り移

動しないこと。荷締め、ラッピング、ラベ

ル貼り等の作業は、荷や荷台の上で行わ

ず、できる限り地上から又は地上での作

業とすること。」などを行わせなければな

りません。 

⑼ 転倒防止措置 

労働者に貨物自動車等の積卸し作業を

行わせるときには、転倒災害を防止する

ため、「後ずさりでの作業はできる限りし

ないこと。荷役作業場所等に合わせて、耐

滑性、屈曲性のある安全靴を使用させる

こと。」などを行わせなければなりません。 

 

３ フォークリフト、ショベルローダー等に

よる作業 

⑴ フォークリフト、ショベルローダー等

の就業制限 

フォークリフト運転技能講習又はショ

ベルローダー等運転技能講習修了など法

定の資格を取得した者でなければ、フォ

ークリフト等の運転の業務に就かせはな

りません。 

⑵ フォークリフトの使用 

フォークリフトを使って作業を行うと

きは、「フォーク等又はフォーク等により支

持されている荷の下に労働者を立ち入らせ

ないこと。フォークリフトを離れるときは、

安全な場所に停止し、フォーク等を地面又

は床面まで下げるとともに、原動機を止め、

確実にブレーキをかけ、歯止めを施す等フ

ォークリフトが停止の状態を保つため必要 

 

な措置をすること。フォークリフト等を労

働者の昇降に使用（用途外使用）しないこ

と（図）。」など安全の確保のために必要

な事項を守らせなければなりません。 

 
図 フォークリフト等を用途外使用しない 

 

⑶ ショベルローダー等の使用 

  フォークリフト同様の注意が必要です。 

⑷ フォークリフトの運転の業務 

上記⑵のフォークリフトの使用、上記

⑶のショベルローダー等の使用は、主に

安衛則で定められた遵守しなければなら

ない事項をまとめたものですが、ここで

は安全な運転を行うために運転者が守る

必要のある事項（法令を上回る事項）をま

とめています。 

第 1 項では、「フォークはパレット、ス

キット等に十分差し込むこと。発進すると

きは、フォークリフトの直前及び直後に労

働者等がいないことを確認すること。」など

を定めています。 

第 2 項では、フレキシブルコンテナを

フォークリフトで取り扱うときは、パレ

ットを使用して取り扱わせることを原則

として定めています。フレキシブルコン

テナを直接フォークリフトの爪でつり上

げると、荷の横揺れによる転倒や荷のつ

りベルトの破損による落下事故が発生す

る要因となります。 

⑸ ショベルローダー等の運転の業務 

フォークリフトと同様です。 

 

【連載Ⅱ】第９回 安全衛生管理体制の点検にお役立てください！ 
 

「陸上貨物運送事業労働災害防止規程」について 
 

（次号に続く。） 
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 「安全帯に関する法令が変わって、フルハー

ネスでなきゃダメになる？」「特別教育を受け

ないといけないの？」「６．７５ｍ以下での作業

だから関係ない？」など、フルハーネス関連法

令の改正は、特に我々陸運業にとっては、少々

わかりにくいと感じている人は多いのではな

いでしょうか。今回は、この件を取り上げて、

少し考えてみたいと思います。  
【フルハーネスか…、胴ベルトか…】 

フルハーネス型と胴ベルト型の選択につい

ては、６．７５ｍを超えるかどうかで、考え方

が違うと説明されています。そして、６．７５

ｍを超える場合はフルハーネス型でなければ

ならないとされています。このことが、我々を

迷わせる原因のひとつと思われます。  
【６．７５ｍって？】 

まず、６．７５ｍの根拠を考えてみましょう。

下図は、ガイドラインの中で使用されている図

ですが、私もそうしたように、多くの人が、図

中の a、b、c、d に、数値を当てはめて、「６．

７５ｍ落ちる」という状況を探ったのではない

でしょうか？しかし、いくら数字を当てはめた

ところで、６．７５ｍという数字は出てきませ

ん。この６．７５ｍという数字は、「自由落下

距離が４ｍ」の時に「ショックアブソーバが１．

７５ｍ伸びる」とし、「ベルトのゆるみなどの

余分として１ｍ」を加えたものなのです。ショ

ックアブソーバの規格に基づいた数字であり、

いわば最大落下距離ということになります。と

もあれ、この数字が前面に出てくると、勘違い

しやすいのです。ひとたび墜落すれば、どんな

場合でも「ショックアブソーバが伸びて６．７

５ｍも落ちてしまう」と言っているように聞こ

えます。だとすると、「トラック回りでの荷役

作業は、せいぜい高くても４ｍ程度とすれば、

フルハーネスなど使用していても、落ちれば地

面に達してしまって意味がないのではない

か？」と誤解をしてしまうかもしれません。し

かし、もともと、安全帯使用時に墜落した時に

どこまで落ちるかは、使い方によって変わるも

のであり、フックを掛ける位置は重要だという

ことは常識だったと思います。その常識まで変

わるわけではないのです。  
【ショックアブソーバ】 

ショックアブソーバは、自らが伸びることに

より、墜落を制止するときに生ずる衝撃を緩和

してくれます。ショックアブソーバが１．７５

ｍ伸びるのは、あくまでも４ｍ自由落下（通常

     

【速報】フルハーネスについて 

６．７５ｍってなに？ 安全管理士 遠藤 聡 

 

 

安全管理士
の着 眼 点 

図 フルハーネス型の落下速度等 
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の使用状況では、ここまで自由落下することは

ありません。）した時なのです。自由落下距離

が短ければショックアブソーバの伸びも短い

ということです。また、前述したとおり、フッ

クの位置が高ければ高いほど自由落下距離が

短くなります。つまり、使い方次第だというこ

とです。そして、６．７５ｍより高いところで

はフルハーネス型、それより低いところでは胴

ベルト型ということではありません。 
 

【自由落下距離を短くする工夫】 

それでは、私たちがトラック荷台上で荷役作

業をする時はどうしたらいいでしょうか？ 

ガイドラインの中では、比較的低い場所での

作業の場合はロック機能付きの巻取り式ラン

ヤード（フック付きロープ）を使用することが

推奨されています。写真のような形で、フルハ

ーネス型墜落制止用器具と安全ブロックを併

用し、常に作業者の真上からテンションを掛け

ながら保持する方法であれば、各ベルトのゆる

みも少なく、たとえ足をすくわれたとしても、

自由落下距離はほとんどありません。この場合、

ショックアブソーバが伸びる程の衝撃も生じ

ないのではないでしょうか。このような設備は

一つの理想形であり、「簡単・安価に車両側に

設備して、どんな現場でも使用できる万能なも

の」があれば、是非欲しいところですが、なか

なかお目にかかれません。この部分は、引き続

き創意工夫が必要なところでしょう。 

フックの位置が高いに越したことはありま

せんし、ショックアブソーバが効き始めないう

ちに地面に墜落してしまうような位置にフッ

クを掛けても意味はありません。しかし、ショ

ックアブソーバが伸びたために体が地面に到

達したという場合、少なくとも伸びた分だけ墜

落による衝撃を和らげたことにはなります。い

ずれにせよ、それぞれの状況に応じて、少しで

も高い位置にフックを取り付ける工夫は、常に

求められると思います。もちろん墜落時保護用

の安全帽の着用も忘れてはいけません。 

今回は取り上げていませんが、本来は、手す

り付きの安全な作業床の使用が優先されます。 
 

【特別教育の必要性】 

我々は、墜落の危険がある場所で作業するこ

とを完全に避けることはできません。事実、陸

運業において、荷役作業中に多くの墜落災害が

発生しているのです。 

であれば、やはり、墜落制止用器具を使用す

る場面は出てくるでしょうし、とかく我々が荷

主庭先で作業をする場合には、そこでのルール

に従うことになります。トラックドライバーで

あってもフルハーネスが必須の現場などもあ

るのではないでしょうか？ 

単に墜落制止用器具の装着方法だけ知って

いても、自分の身体に合った器具を選び出し、

性能を引き出すための調整も必要です。そして、

使用方法によってショックアブソーバのタイ

プも違ってくるのです。ここに書いたこと以外

にも、知っておかなければならないことがたく

さんあります。そして、それを伝えるのが特別

教育です。正しい知識が伴わないと墜落制止用

器具の性能を引き出すことができず、守れる命

も守れないということになりかねません。 
 

【安全配慮義務について】 

事業者には従業員の安全に配慮する義務が

あります。知ることがその人の安全につながり、

その積み重ねは会社の大きな安全につながっ

ていくでしょう。墜落制止用器具の使用に備え

て、是非、一人でも多くの従業員の方々に特別

教育も含めた適切な教育をお願いします。 
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                                   平成 31 年 3 月 7 日現在 

 
資料出所：厚生労働省  

 

                                     平成 31 年 3 月 7 日現在 

 
 

                                   平成 31 年 3 月 7 日現在 

 
(注） 上記 2 表の右端の列の「その他」は、「墜落・転落」～「交通事故（その他）」以外をまとめたもの 

詳細は、陸災防ホームページ http://www.rikusai.or.jpに掲載 

死亡者数 構成比 死亡者数 構成比 増減数 増減率 死傷者数 構成比 死傷者数 構成比 増減数 増減率

(人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％)

全 産 業 880 100.0 925 100.0 -45 -4.9 124,777 100.0 118,079 100.0 6,698 5.7

製 造 業 177 20.1 157 17.0 20 12.7 27,342 21.9 26,249 22.2 1,093 4.2

鉱 業 2 0.2 13 1.4 -11 -84.6 214 0.2 209 0.2 5 2.4

建 設 業 306 34.8 304 32.9 2 0.7 15,127 12.1 14,874 12.6 253 1.7

交通運輸業 16 1.8 18 1.9 -2 -11.1 3,336 2.7 3,223 2.7 113 3.5

陸上貨物運送事業 95 10.8 128 13.8 -33 -25.8 15,575 12.5 14,488 12.3 1,087 7.5

港湾荷役業 4 0.5 8 0.9 -4 -50.0 329 0.3 330 0.3 -1 -0.3

林 業 31 3.5 39 4.2 -8 -20.5 1,331 1.1 1,303 1.1 28 2.1

農業、畜産・水産業 18 2.0 34 3.7 -16 -47.1 2,891 2.3 2,737 2.3 154 5.6

第三次産業 231 26.3 224 24.2 7 3.1 58,632 47.0 54,666 46.3 3,966 7.3

前年比較
平成30年1月～12月 平成29年1月～12月 平成30年1月～12月 平成29年1月～12月

[速報値]
前年比較

[速報値]

死亡 死傷

[速報値] [速報値]

合計 墜落・転落 転倒 飛来・落下 崩壊・倒壊 激突され
はさまれ・
巻き込まれ

交通事故
（道路）

交通事故
（その他）

その他

全 産 業 880 253 29 50 55 56 113 172 3 149

製 造 業 177 29 6 12 20 15 47 10 0 38

建 設 業 306 136 6 23 23 18 30 30 0 40

交 通 運 輸 業 16 3 0 0 0 0 2 6 2 3

そ の 他 286 72 17 12 9 20 24 78 1 53

陸上貨物運送事業 95 13 0 3 3 3 10 48 0 15

同上対前年増減 -33 -6 -1 -5 -4 -3 -9 -8 0 3

合計 墜落・転落 転倒 激突 飛来・落下 崩壊・倒壊 激突され
はさまれ・
巻き込まれ

交通事故
（道路）

交通事故
（その他）

動作の反動・

無理な動作
その他

陸上貨物運送事業 15,575 4,358 2,605 1,156 749 461 803 1,656 874 11 2,356 546

同上対前年増減 1,087 204 388 36 13 36 7 64 -16 3 210 142

平成 31 年度（令和元年度） 
陸上貨物運送事業労働災害防止協会の主な行事予定 
陸災防主催行事 安全衛生行事 

平成 31 年度（令和元年度）通常総代会 

     メルパルク東京：5 月 21 日㈫ 

夏期労働災害防止強調運動 

7 月 1 日～7 月 31 日 

第 34 回全国フォークリフト運転競技大会 

埼玉県トラック総合教育センター(埼玉県深谷市) 

9 月 29 日㈰ 

フォークリフト荷役技能検定 

10 月 16 日㈬ 

第55回全国陸上貨物運送事業労働災害防止大会 

大津市民会館（滋賀県大津市） 

11 月 7 日㈭ 

年末･年始労働災害防止強調運動 

12 月１日～令和 2 年１月 31 日 

春の全国交通安全運動 ： 5 月 11 日～5 月 20 日 

交通事故死ゼロを目指す日 ： 5 月 20 日㈫ 

9 月 30 日㈪ 

STOP！熱中症 クールワークキャンペーン 

 ： 5 月 1 日～9 月 30 日 

   （準備期間 ： 4 月／重点取組月間 : 7 月） 

STOP！転倒災害プロジェクト重点取組期間 

6 月 1 日～6 月 30 日 

2 月 1 日～2 月 29 日 

全国安全週間 ： 7 月 1 日～7 月 7 日 

   （準備期間 ： 6 月 1 日～6 月 30 日） 

国民安全の日 ： 7 月 1 日㈪ 

秋の全国交通安全運動 : 9 月 21 日～9 月 30 日 

全国労働衛生週間 ： 10 月１日～10 月 7 日 

（準備期間 ： 9 月 1 日～ 9 月 30 日） 

業種別労働災害発生状況 (30 年速報) 

業種、事故の型別死傷災害発生状況 （平成 30 年 1 月～12 月） 

項目 

項目 

項目 

業種 

業種 

業種 

業種、事故の型別死亡災害発生状況 （平成 30 年 1 月～12 月） 
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                                   平成 31 年 3 月 7 日現在 

 
資料出所：厚生労働省  
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                                   平成 31 年 3 月 7 日現在 

 
(注） 上記 2 表の右端の列の「その他」は、「墜落・転落」～「交通事故（その他）」以外をまとめたもの 

詳細は、陸災防ホームページ http://www.rikusai.or.jpに掲載 

 

死亡者数 構成比 死亡者数 構成比 増減数 増減率 死傷者数 構成比 死傷者数 構成比 増減数 増減率

(人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％)

全 産 業 92 100.0 114 100.0 -22 -19.3 10,762 100.0 12,171 100.0 -1,409 -11.6

製 造 業 14 15.2 23 20.2 -9 -39.1 2,500 23.2 2,801 23.0 -301 -10.7

鉱 業 1 1.1 0 0.0 1 - 26 0.2 23 0.2 3 13.0

建 設 業 32 34.8 39 34.2 -7 -17.9 1,387 12.9 1,415 11.6 -28 -2.0

交通運輸業 0 0.0 1 0.9 -1 - 328 3.0 437 3.6 -109 -24.9

陸上貨物運送事業 15 16.3 8 7.0 7 87.5 1,408 13.1 1,620 13.3 -212 -13.1

港湾荷役業 3 3.3 1 0.9 2 - 52 0.5 38 0.3 14 36.8

林 業 3 3.3 9 7.9 -6 -66.7 153 1.4 158 1.3 -5 -3.2

農業、畜産・水産業 3 3.3 2 1.8 1 50.0 236 2.2 216 1.8 20 9.3

第三次産業 21 22.8 31 27.2 -10 -32.3 4,672 43.4 5,463 44.9 -791 -14.5

前年比較
平成31年1月～2月 平成30年1月～2月 平成31年1月～2月 平成30年1月～2月

[速報値]
前年比較

[速報値]

死亡 死傷

[速報値] [速報値]

合計 墜落・転落 転倒 飛来・落下 崩壊・倒壊 激突され
はさまれ・
巻き込まれ

交通事故
（道路）

交通事故
（その他）

その他

全 産 業 92 23 2 6 8 16 14 18 0 5

製 造 業 14 2 0 1 1 3 7 0 0 0

建 設 業 32 10 1 2 6 5 2 3 0 3

交 通 運 輸 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

そ の 他 31 9 1 2 0 8 4 7 0 0

陸上貨物運送事業 15 2 0 1 1 0 1 8 0 2

同上対前年増減 7 -2 0 0 0 0 0 7 0 2

合計 墜落・転落 転倒 激突 飛来・落下 崩壊・倒壊 激突され
はさまれ・
巻き込まれ

交通事故
（道路）

交通事故
（その他）

動作の反動・

無理な動作
その他

陸上貨物運送事業 1,408 424 295 106 72 42 66 130 67 0 182 24

同上対前年増減 -212 -34 -145 -1 -8 -5 10 -21 -16 -1 2 7

 

 
   

全国から会員事業場が一堂に会し、①労働災害防止の意識の高揚を図り、その決意を
新たにするとともに、②労働災害防止の取組について学ぶために、毎年、「全国陸上貨物
運送事業労働災害防止大会」を開催しています。本年の大会は、11 月 7 日（木）滋賀県
大津市「大津市民会館」にて開催いたします。 

大会への参加お申し込みは各都道府県支部へお願い申し上げます。 
 

 

 

 

 

 

 
 

業種別労働災害発生状況 (31 年速報) 

業種、事故の型別死傷災害発生状況 （平成 31 年 1 月） 

項目 

項目 

項目 

業種 

業種 

業種 

業種、事故の型別死亡災害発生状況 （平成 31 年 1 月） 

第 55 回全国陸運労災防止大会のご案内 

第 55 回全国陸上貨物運送事業労働災害防止大会 
開催日時 令和元年 11 月 7 日（木）13:30 

会場 大津市民会館（滋賀県大津市）  
 
 
 
 

 
大津市 琵琶湖 

http://www.otsu-civic-hall.jp/access.html
http://www.otsu-civic-hall.jp/access.html
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陸災防広報誌を E メールでお届けします。 

ご登録は、陸災防ホームページからの登録またはファックスするだけです。 

STEP1 次の登録申込書に必要事項をご記入ください。 

STEP2 申込書をこのまま FAX してください(FAX 番号 03-3453-7561)。 
  

陸災防の広報誌 お届け先 登録申込書     FAX ０３－３４５３－７５６１ 

 

(注) 次の URL から「陸運と安全衛生」配信規約をご覧ください。https://fofa.jp/rikusai/a.p/101/ 
登録完了のメールをお送ります。もし、届かない場合は下記の「お問い合せ先」までご連絡ください。 
お申込みいただいたメールアドレス等の情報は、広報誌や陸災防からの情報をご提供する目的のみに利用させていた

だきます。なお、会員の確認等のため、陸災防支部に登録情報を提供することがあります。 

 

 
陸上貨物運送事業労働災害防止協会（陸災防）の広報誌 

｢陸運と安全衛生｣のご案内 
 

お届けする広報誌の内容 

  陸災防の広報誌「陸運と安全衛生」を毎月 10 日にお届けします。 

陸災防会員事業場の安全衛生活動内容の紹介、安全管理士の安全コラムなどを掲載しています。 

安全と健康に関する様々な情報（厚生労働省情報など）をお届けします。 

検定、研修会、講座の開催をご案内します。 

 

 

 
 
 
 
 
 
お問い合わせ先 
陸上貨物運送事業労働災害防止協会 本部 総務部 広報課 

TEL 03-3455-3857 FAX 03-3453-7561 

 

事業場名または 

個人名 
 

都道府県  陸災防 会員の別 □会員  □非会員 
(賛助会員含む) 

電話番号  ＦＡＸ番号  

メールアドレス  

このサービスは、陸災防の広報誌「陸運と安全衛生」を E メールにて
お届けするものです。登録料、購読料などは不要です。 

ご登録いただいていない皆様、安全衛生情報源としてぜひご活用くだ
さい。 

また、ご登録済みの方は、同僚、取引先の皆様へ広報誌をご紹介くだ
さい。 

広報誌のご案内

ありがとうござ

い 

 

FAX 
登録方法 

 


